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01 日本での在留
ざいりゅうしかく

在留資格
日本の教育機関において教育を受ける活動をする人。

↓ つまり ↓

京都ノートルダム女子大学で授業を受け、単位を修得する

から、留学の在留資格が与えられています。

在留資格「留学」の場合、

在留資格の活動をしないので

日本に滞在し続けることはできません。アルバイトも不可。
ざいりゅうきかん こうしん

★日本で進学する人は、在留期間の更新が必要です

在留資格「留学」の場合、

在留資格の活動をしないので

日本に滞在し続けることはできません。
しかくがいかつどう

また、資格外活動（アルバイト）も認められません。

日本で就職する人は、
ざいりゅうしかく へんこう

在留資格の変更が必要です。

どんな人が
留学の在留資格を

もらえるの？

きゅうがく たいがく

休学・退学
したら？

そつぎょう

卒業したら？

しゅうしょく

日本で就職
したら？

Question!



01日本での在留
ざいりゅうきかんこうしんきょかしんせい

在留期間更新許可申請

申請書類（掲載場所）：

UNIPANDA → お知らせ → 掲示板

→【留学生全員】在留期間更新許可申請について

提出期限：在留期間の満了日の

３ヶ月前から１ヶ月前まで

提出先 ：国際教育センター

国際教育センターに提出後、学内手続きを経て、

入国管理局（最寄りは京都出張所）に申請に行くことができます

★在留資格変更が必要な人は、随時ご相談ください



01日本での在留
資格外活動（アルバイト）

在留カード（裏面）に
資格外活動許可の

ハンコがありますか？

は い：アルバイト可能です

いいえ：資格外活動許可を得るまでアルバイトはできません

・パチンコ

・麻雀店

・ゲームセンター

・キャバレー

・スナック

・バー など

※お店の奥でお皿洗いをしたり、チラシを配ったりすることも禁止

禁止されている
アルバイトは？ 休学したら？

アルバイト
できる時間数は？

週２８時間以内

長期休暇期間は、１日あたり８時間（週40時間）以内

※特に２つ以上のアルバイトを掛け持ちしている方は、

時間数を超えないようお気を付けください

※長期休暇期間は、「1日10時間×週4日」等のような変形労働時間制も適切ではありません

在留資格の活動をしていないので

資格外活動もできません

Question!



01日本での在留
みなし再入国許可

母国への一時帰国 や第三国への渡航 などで出国の日から１年以内に再入国する場合

再入国出国記録（再入国ＥＤカード）に一時的な出国であり、

再入国する予定である旨のチェック！

大学はみなさんの出入国状況を把握している必要がありますので、

渡航前に必ずご相談ください

★再入国許可については、随時ご相談ください

この書類をチェック！



02 区役所での手続き

国民健康保険加入住所の届出
（住民登録）

→「住民票の写し」をもらえる
ようになる

→行政サービスが受けられる
（国民健康保険・国民年金など）

→個人番号「マイナンバー」が
与えられる

日本に３ヶ月以上住む人は、必ず国民
健康保険に加入
（保険料：留学生は毎月1,600円くらい）

→国民健康保険に入ると「保険証」
がもらえる

→病院に行く時は、窓口で「保険証」
を必ず提示する
支払う金額は治療費の30％になり
ます（70％が保険で負担される）

国民年金加入
（20歳以上）

保険料の猶予・免除制度があります

正規生は「学生納付特例制度」
在学中の保険料の納付が猶予されます

交換生は「 保険料免除制度 」
在学中の保険料の納付が免除されます

申請は毎年必要！

マイナンバーとは・・・
個人番号通知書により住民のひとりひとり（日本に３ヶ月を超えて滞在する外国籍の方を含む）にマイナンバーが通知されます。

希望する方はマイナンバーカードを申請・取得することができ、健康保険証として、コンビニでの住民票の写しの取得などに使用できます。

国民年金とは・・・
日本の国民年金法で定められている公的な年金制度で、加入者が 65 歳に達したとき老齢年金、障害者になった場合には障害年金が支給されます。

在留カードを所持する外国人留学生を含め、日本国内に住む全ての人は、20歳になった時から加入することが義務づけられていて、保険料を納付し
なければなりません。

今後引っ越しをしたら・・・
新しく住所を定めてから14日以内に役所にて届出を行った後、在留カードを持って国際教育センターに来てください。

お役立ち情報

猶予（ゆうよ） ：期日の延期を認めること
免除（めんじょ）：義務などを果たさなくてもよいと許すこと



03 提出物

掲載場所：UNIPANDA → お知らせ → 掲示板

掲載内容：提出物、奨学金、交流イベント、就職情報など

留学生にとって重要な内容

①緊急連絡先届（オンライン回答）

回答期日：４月８日（金）

回答URL：https://forms.office.com/r/Wh5R1J1yjK

②授業料減免・奨学金

提出期限：４月２５日（月）正午まで

提出先 ：国際教育センター

→ 一緒に確認していきましょう！



04 相談窓口

国際教育センター

場所：ユージニア館２階

取扱時間（月～金）：8:45～18:15

授業のない日は17:15まで

TEL：075-706-3746

E-mail：kokusai@ml.notredame.ac.jp

その他の相談窓口
ND手帳

掲載ページ

1 学内窓口 P.88 ～ P.92

2 保健室（内科・婦人科・精神科） P.102

3 学生相談室 P.103

4 大学近郊の医療機関 P.104 ～ P.105

5 キャンパス・ハラスメント P.106 ～ P.111

6 緊急時の対応等 P.126 ～ P.127



04 相談窓口

日本語café ～SAWAKAI～

国際交流掲示板
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